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はじめに 

我が国では、社会の高齢化が急速に進展しており、高齢者がかかわる交通事故死

者数が増加するなど、高齢者の交通安全対策が重要な課題となっている。また、ユ

ニバーサルデザインの考え方に基づき、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわ

らず多様な人々が利用しやすいような生活環境を整備することにより、誰もが社会

に参加し、社会の担い手として役割と責任を果たしつつ、自信と誇りをもって生活

を送ることができるような社会を構築していくことが求められている。 

このような状況を踏まえ、警察では、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を

利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（平成12年法律第68号。以下「交通バ

リアフリー法」という。）に基づき、高齢者、障害者等の利用が多く見込まれる旅客

施設の周辺地域において、道路管理者等と連携しながら、高齢者、障害者等の安全

かつ円滑な移動のための環境づくりを着実に推進してきたところである。 

本報告書は、交通バリアフリー法の施行後５年経過した時点においてその施行状

況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされている

ことを踏まえ、警察が推進している交通バリアフリー施策の実施状況について、警

察庁において調査・検討を行った結果をまとめたものである。本報告書の検討結果

を基に、警察では今後の交通バリアフリー施策をより効果的かつ効率的に推進して

いくこととする。 
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